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被保険者（35歳～ 74歳）様対象
生活習慣病予防健診のご案内

協会けんぽでは、年度内お1人様1回に限り健診費用の補助を行っております。生活習慣
病予防健診は自覚症状が現れる前に病気を早期発見・早期治療につなげることを目的と
して実施しております。大切な従業員様の健康を守るために、ぜひご利用ください。

令和6年度から付加健診の対象年齢が拡大しました！

40歳 45歳 50歳 55歳

60歳 65歳 70歳

令和6年度から5歳刻みに

対象年齢

※令和7年度中に上記年齢に到達する方が対象

・付加健診とは･･･
生活習慣病予防健診の一般健診とセットで受診できる健診です。節目の年齢において、肝
臓、胆のう、腎臓といった腹部の臓器の状態を調べるための腹部超音波検査や、高血圧・
動脈硬化などを見つける手掛かりとなる眼底検査等の、より詳細な健診が受診できます。
対象年齢の方は、ぜひ一般健診と併せてお申込みください。

費用・検査項目

令和5年度まで

40歳 50歳


